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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属で形成されたコア材を有するコア層と、
　前記コア層に積層された第１配線層と、
　前記コア材と前記第１配線層とを貫通するキャビティ部と、
　前記キャビティ部に対向する位置に設けられたグランド部を有し、前記コア層に対して
前記第１配線層とは反対側に積層された第２配線層と、
　前記キャビティ部内に配置され、前記第２配線層に支持された底面と、前記コア材によ
って支持された側面と、前記底面とは反対側に設けられた湾曲面と、を有する樹脂部と、
　前記キャビティ部内で前記湾曲面に沿って接着された撮像素子と、
　を具備する撮像素子内蔵基板。
【請求項２】
　請求項１に記載の撮像素子内蔵基板であって、
　前記湾曲面が前記第２配線層に向けて凹んでいる
　撮像素子内蔵基板。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の撮像素子内蔵基板であって、
　前記撮像素子が前記湾曲面より外側に延出している
　撮像素子内蔵基板。
【請求項４】
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　請求項１又は２に記載の撮像素子内蔵基板であって、
　前記湾曲面が前記撮像素子より外側に延出している
　撮像素子内蔵基板。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の撮像素子内蔵基板であって、
　前記キャビティ部が前記第２配線層によって閉塞されている
　撮像素子内蔵基板。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の撮像素子内蔵基板であって、
　前記グランド部が前記コア材に電気的に接続されている
　撮像素子内蔵基板。
【請求項７】
　樹脂に湾曲面を形成するための型部材を、金属で形成されたコア材を貫通するキャビテ
ィ部内に配置し、
　前記キャビティ部内に前記樹脂を充填し、
　前記型部材を配置し前記樹脂を充填した後に、前記樹脂を硬化させ、
　前記樹脂を硬化させた後に、前記型部材を除去することにより、前記樹脂の前記湾曲面
を露出させ、
　前記湾曲面を露出させた後に、前記湾曲面に沿って撮像素子を接着する
　撮像素子内蔵基板の製造方法。
【請求項８】
　外光が透過可能に構成されたレンズユニットと、
　前記レンズユニットに対向配置され、金属で形成されたコア材を有するコア層と、
　前記コア層の前記レンズユニット側に積層された第１配線層と、
　前記コア材と前記第１配線層とを貫通するキャビティ部と、
　前記キャビティ部に対向する位置に設けられたグランド部を有し、前記コア層に対して
前記第１配線層とは反対側に積層された第２配線層と、
　前記キャビティ部内に配置され、前記第２配線層に支持された底面と、前記コア材によ
って支持された側面と、前記底面とは反対側に設けられ、前記レンズユニットの構成に対
応した形状を有する湾曲面と、を有する樹脂部と、
　前記キャビティ部内で前記湾曲面に沿って接着され、前記レンズユニットを透過した外
光の入射を受ける撮像素子と、
　を具備する撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像素子内蔵基板及びその製造方法、並びに撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートホンなどの携帯端末機の薄型化に伴い、携帯端末装置に搭載される撮像
装置にも薄型化が要求されている。特許文献１～３には、撮像装置の薄型化が可能な技術
が開示されている。これらの技術では、撮像装置に搭載される撮像素子やレンズユニット
の薄型化が図られている。
【０００３】
　より具体的に、これらの技術では、薄型の撮像素子を用いるとともに、レンズユニット
の収差に応じて撮像素子を湾曲させる。撮像素子を湾曲させることにより、例えば、レン
ズユニットに収差補正用のレンズを設ける必要がなくなるため、レンズユニットの薄型化
が実現される。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特許０４６０４３０７号公報
【特許文献２】特開２００４－０６３７７６号公報
【特許文献３】特開２００１－２８４５６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献に係る撮像素子は薄型であるものの、撮像素子を湾曲させることにより、
撮像装置の厚さ方向における撮像素子の寸法が大きくなってしまう。つまり、撮像素子を
湾曲させる技術では、レンズユニットの薄型化が可能であるものの、撮像素子自体が撮像
装置の厚さを増大させてしまう。
【０００６】
　以上のような事情に鑑み、本発明の目的は、湾曲した撮像素子を内蔵する撮像素子内蔵
基板及びその製造方法、並びに撮像装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明の一形態に係る撮像素子内蔵基板は、コア層と、第１
配線層と、キャビティ部と、第２配線層と、樹脂部と、撮像素子と、を具備する。
　上記コア層は、金属で形成されたコア材を有する。
　上記第１配線層は、上記コア層に積層されている。
　上記キャビティ部は、上記コア材と上記第１配線層とを貫通している。
　上記第２配線層は、上記キャビティ部に対向する位置に設けられたグランド部を有し、
上記コア層に対して上記第１配線層とは反対側に積層されている。
　上記樹脂部は、上記キャビティ部内に配置され、上記第２配線層に支持された底面と、
上記コア材によって支持された側面と、上記底面とは反対側に設けられた湾曲面と、を有
する。
　上記撮像素子は、上記キャビティ部内で上記湾曲面に沿って接着されている。
【０００８】
　この構成の撮像素子内蔵基板では、撮像素子がキャビティ部内に収容されるため、撮像
素子の湾曲形状によって厚さが変化しない。このため、この撮像素子内蔵基板では、その
厚さの増大を伴うことなく、撮像素子の湾曲形状によって撮像装置に搭載されるレンズユ
ニットの薄型化が可能である。また、この撮像素子内蔵基板では、金属で形成されたコア
材により高い剛性が得られるとともに、撮像素子を保持する樹脂部の側面がコア材によっ
て保持されているため、厚さ方向に力が加わった場合にも変形が生じにくい。更に、この
撮像素子内蔵基板では、撮像素子に対向する位置に設けられたグランド部により、第２配
線層の外側からのノイズが遮断されるため、撮像素子によって良好な画像を形成すること
が可能となる。
【０００９】
　上記湾曲面が上記第２配線層に向けて凹んでいてもよい。
　この構成により、特定の収差を有するレンズユニットに対応した撮像素子内蔵基板を提
供することができる。
【００１０】
　上記撮像素子が上記湾曲面より外側に延出していてもよい。
　この構成により、撮像素子を樹脂部の湾曲面に接着する際に、余分な接着剤が撮像素子
の表面に付着することを防止することができる。
【００１１】
　上記湾曲面が上記撮像素子より外側に延出していてもよい。
　この構成により、撮像素子の下面の全領域が樹脂部の湾曲面に保持されるため、撮像素
子の正確な位置及び形状がより良好に担保される。また、この構成の撮像素子では、外周
部が樹脂部の湾曲面に保持されているため、ワイヤボンディングの際に当該外周部に加わ
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る衝撃によって変形が生じにくい。
【００１２】
　上記キャビティ部が上記第２配線部によって閉塞されていてもよい。
　この構成により、第２配線層側からキャビティ部内に異物が混入することを防止できる
とともに、第２配線層において配線などを設けることができる領域を広く確保することが
できる。
【００１３】
　上記グランド部が上記コア材に電気的に接続されていてもよい。
　この構成では、コア材がグランド部の一部として機能するため、撮像素子が外部からの
ノイズの影響を更に受けにくくなる。
【００１４】
　本発明の一形態に係る撮像素子内蔵基板の製造方法では、樹脂に湾曲面を形成するため
の型部材が、金属で形成されたコア材を貫通するキャビティ部内に配置される。
　上記キャビティ部内に上記樹脂が充填される。
　上記型部材が配置され上記樹脂が充填された後に、上記樹脂が硬化させられる。
　上記樹脂が硬化させられた後に、上記型部材が除去されることにより、上記樹脂の上記
湾曲面が露出する。
　上記湾曲面が露出した後に、上記湾曲面に沿って撮像素子が接着される。
【００１５】
　この構成では、型部材を用いることにより湾曲面を有する樹脂部を容易に形成すること
ができる。
【００１６】
　本発明の一形態に係る撮像装置は、レンズユニットと、コア層と、第１配線層と、キャ
ビティ部と、第２配線層と、樹脂部と、撮像素子と、を具備する。
　上記レンズユニットは、外光が透過可能に構成されている。
　上記コア層は、上記レンズユニットに対向配置され、金属で形成されたコア材を有する
。
　上記第１配線層は、上記コア層の上記レンズユニット側に積層されている。
　上記キャビティ部は、上記コア材と上記第１配線層とを貫通している。
　上記第２配線層は、上記キャビティ部に対向する位置に設けられたグランド部を有し、
上記コア層に対して上記第１配線層とは反対側に積層されている。
　上記樹脂部は、上記キャビティ部内に配置され、上記第２配線層に支持された底面と、
上記コア材によって支持された側面と、上記底面とは反対側に設けられ、上記レンズユニ
ットの収差に応じた形状を有する湾曲面と、を有する。
　上記撮像素子は、上記キャビティ部内で上記湾曲面に沿って接着され、上記レンズユニ
ットを透過した外光の入射を受ける。
【発明の効果】
【００１７】
　湾曲した撮像素子を内蔵する撮像素子内蔵基板及びその製造方法、並びに撮像装置を提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態に係る撮像装置の斜視図である。
【図２】上記撮像装置の図１のＡ－Ａ'線に沿った断面図である。
【図３】上記撮像装置の撮像素子内蔵基板の平面図である。
【図４】上記撮像素子内蔵基板の図３のＢ－Ｂ'線に沿った断面図である。
【図５】図４の一点鎖線で囲んだ領域の拡大図である。
【図６】上記実施形態に関連する撮像素子内蔵基板の断面図である。
【図７Ａ】上記実施形態の変形例に係る撮像素子内蔵基板の断面図である。
【図７Ｂ】上記実施形態の変形例に係る撮像素子内蔵基板の断面図である。
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【図７Ｃ】上記実施形態の変形例に係る撮像素子内蔵基板の断面図である。
【図７Ｄ】上記実施形態の変形例に係る撮像素子内蔵基板の断面図である。
【図７Ｅ】上記実施形態の変形例に係る撮像素子内蔵基板の断面図である。
【図７Ｆ】上記実施形態の変形例に係る撮像素子内蔵基板の断面図である。
【図７Ｇ】上記実施形態の変形例に係る撮像素子内蔵基板の断面図である。
【図７Ｈ】上記実施形態の変形例に係る撮像素子内蔵基板の断面図である。
【図８】上記撮像素子内蔵基板の製造方法１を示すフローチャートである。
【図９】上記撮像素子内蔵基板の製造方法１に係る製造過程を示す断面図である。
【図１０】上記撮像素子内蔵基板の製造方法１に係る製造過程を示す断面図である。
【図１１】上記撮像素子内蔵基板の製造方法２を示すフローチャートである。
【図１２】上記撮像素子内蔵基板の製造方法２に係る製造過程を示す断面図である。
【図１３】上記撮像素子内蔵基板の製造方法２に係る製造過程を示す断面図である。
【図１４】上記製造方法２で製造された撮像素子内蔵基板の変形例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。
【００２０】
［撮像装置１］
　図１は、本発明の一実施形態に係る撮像装置１の斜視図である。図２は、撮像装置１の
図１に示すＡ－Ａ'線に沿った断面図である。撮像装置１は、多種多様な用途に利用可能
であるが、スマートホンなどの携帯端末機といった薄型化が要求される電子機器としての
用途に特に適している。
【００２１】
　撮像装置１は、鏡筒部１００と、撮像素子内蔵基板１０と、を具備する。撮像素子内蔵
基板１０は、鏡筒部１００の底部に設けられており、鏡筒部１００内に向けて配置された
撮像素子１１を有する。
【００２２】
　撮像素子内蔵基板１０では、薄型で可撓性を有する平板状の撮像素子１１が用いられる
。撮像素子１１の厚さは、１００μｍ以下であることが好ましく、５０μｍ以下であるこ
とが更に好ましい。撮像素子１１は湾曲させられ、撮像素子１１の検出面である上面が凹
状となっている。撮像素子１１は、例えば、ＣＭＯＳイメージセンサやＣＣＤイメージセ
ンサとして構成される。
【００２３】
　鏡筒部１００は、５枚のレンズ１０１ａ～１０１ｅからなるレンズユニット１０１と、
レンズユニット１０１を保持するレンズホルダ１０２と、を有する。レンズユニット１０
１は、撮像素子１１の上方に対向して配置され、レンズ１０１ａ～１０１ｅの光軸が撮像
素子１１の中央部を通るように構成されている。
【００２４】
　また、鏡筒部１００は、レンズユニット１０１と撮像素子１１との間に配置された赤外
線カットフィルタ１０３と、オートフォーカス用のアクチュエータ１０４と、筐体として
設けられた外装部１０５と、を有する。
【００２５】
　レンズホルダ１０２には、最上部のレンズ１０１ａの位置に、外光を受け入れるための
受光窓１０２ａが設けられている。受光窓１０２ａに入射した外光は、レンズ１０１ａ～
１０１ｅ及び赤外線カットフィルタ１０３を順次透過して、撮像素子１１の凹状の検出面
に入射する。撮像装置１は、撮像素子１１で外光を検出することによって画像を形成可能
である。
【００２６】
　レンズユニット１０１の構成、及び撮像素子１１の湾曲形状は、撮像素子１１によって
良好な画像を形成可能となるように決定される。つまり、撮像素子の湾曲形状は、レンズ
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ユニット１０１の構成に対応して適宜決定される。なお、レンズユニット１０１は特定の
構成に限定されず、レンズの形状や枚数は適宜決定可能である。
【００２７】
　例えば、撮像素子１１は、レンズユニット１０１の収差を相殺するような湾曲形状とす
ることができる。これにより、レンズユニット１０１は、収差補正用のレンズ等を減らす
ことができるため薄型化する。また、このようなレンズユニット１０１では、その収差を
考慮する必要がなくなるため、容易に設計することが可能になるとともに、より簡単な構
成を実現可能である。
【００２８】
　本実施形態に係る撮像素子内蔵基板１０は、湾曲した撮像素子１１の全体が内部に収容
された構成を有する。このため、撮像素子内蔵基板１０では、撮像素子１１の湾曲形状に
よって厚さが増大することなく、薄型の形状が保たれる。以下、撮像素子内蔵基板１０の
詳細な構成について説明する。
【００２９】
［撮像素子内蔵基板１０の構成］
　（全体構成）
　図３は、本実施形態に係る撮像素子内蔵基板１０の平面図である。図４は、撮像素子内
蔵基板１０の図３に示すＢ－Ｂ'線に沿った断面図である。撮像素子内蔵基板１０は、コ
ア層１２と、第１配線層１３と、第２配線層１４と、を具備する。第１配線層１３及び第
２配線層１４には、導体部（各図において斜線領域）と絶縁体部（各図においてドット領
域）が含まれる。
【００３０】
　コア層１２は銅などの金属により形成されたコア材１９を有する。コア材１９は、コア
層１２の基材として構成され、連続した１枚の平板である。撮像素子内蔵基板１０では、
金属製のコア材１９の作用により高い剛性が得られる。第１配線層１３はコア層１２の上
面に積層され、第２配線層１４はコア層１２の下面に積層されている。
【００３１】
　撮像素子内蔵基板１０の中央領域には、コア層１２及び第１配線層１３を貫通するキャ
ビティ部２０が設けられている。つまり、キャビティ部２０は第２配線層１４の上面を底
面とする凹形状を有する。キャビティ部２０は、撮像素子１１を収容するための空間を形
成している。
【００３２】
　キャビティ部２０は、特定の形状に限定されず、撮像素子１１を収容可能であれば任意
の形状とすることが可能である。しかし、撮像素子内蔵基板１０の小型化のためには、キ
ャビティ部２０を撮像素子１１の輪郭に沿って形成し、キャビティ部２０と撮像素子１１
との間の隙間を狭くすることが好ましい。図３及び図４に示す例では、キャビティ部２０
は、撮像素子１１の矩形の輪郭に沿って、略矩形に形成されている。
【００３３】
　キャビティ部２０内の撮像素子１１は、金などで形成されたワイヤ１７を用いたワイヤ
ボンディングによって第１配線層１３の上面にある上面電極２３に接続されている。また
、第１配線層１３と第２配線層１４とは貫通電極２２によって接続されている。貫通電極
２２は、コア層１２に形成されたスルーホール部１８内を挿通し、絶縁樹脂部２４によっ
てコア材１９と絶縁されている。
【００３４】
　第２配線層１４は、キャビティ部２０を下側から隙間なく密閉している。詳細について
は後述するが、本実施形態では、第２配線層１４に開口部などを設けることなく、キャビ
ティ部２０内に湾曲した撮像素子１１を設けることができる。これにより、第２配線層１
４の下方からキャビティ部２０内に異物が混入することを防止できるとともに、第２配線
層１４において配線などを設けることができる領域を広く確保することができる。
【００３５】
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　第２配線層１４は、キャビティ部２０との間に絶縁層を介して形成されたグランド部１
５を有する。グランド部１５は、キャビティ部２０の底面に沿って金属で形成されており
、第２配線層１４の下方からのノイズをキャビティ部２０から遮断することが可能である
。グランド部１５は、特定の構成に限定されず、例えば、配線状、平板状、メッシュ状に
構成することができる。
【００３６】
　また、コア材１９は、グランド部１５に電気的に接続され、撮像素子内蔵基板１０にお
けるグランド部の一部として構成される。これにより、外部からのノイズが、キャビティ
部２０から更に良好に遮断されるようになる。このように、撮像素子内蔵基板１０では、
外部からのノイズの影響がキャビティ部２０内の撮像素子１１に及びにくいため、撮像素
子１１によって良好に画像を形成可能である。
【００３７】
　なお、コア材１９がグランド部１５に接続される構成は必須ではない。例えば、コア材
１９は、撮像素子内蔵基板１０の配線の一部として構成されていてもよく、撮像素子内蔵
基板１０における電気的な機能を有していなくてもよい。
【００３８】
　（キャビティ部２０の内部構成）
　撮像素子内蔵基板１０は、キャビティ部２０内で撮像素子１１を保持する樹脂部１６を
具備する。樹脂部１６は、第２配線層１４の上面に支持された底面１６ａと、コア材１９
によって支持された側面１６ｂと、第２配線層１４とは反対側に設けられた湾曲面１６ｃ
と、を有する。
【００３９】
　樹脂部１６の底面１６ａは、第２配線層１４の上面のキャビティ部２０内にある全領域
に密着している。また、樹脂部１６の側面１６ｂは、その全周にわたってコア材１９に密
着している。このような構成により、樹脂部１６では、底面１６ａが第２配線層１４の上
面によって拘束され、かつ、側面１６ｂがコア材１９によって拘束されるため、その形状
が損なわれにくい。
【００４０】
　また、樹脂部１６の側面１６ｂがコア材１９に保持されていることにより、撮像素子内
蔵基板１０の剛性が向上する。つまり、コア層１２及び第１配線層１３のないキャビティ
部２０では、撮像素子内蔵基板１０の厚さ方向に加わる力によって第２配線層１４が変形
しやすいが、コア層１２においてコア材１９と一体となった樹脂部１６が第２配線層１４
の変形を抑制するように作用する。
【００４１】
　このように、撮像素子内蔵基板１０では、厚さ方向に加わる力によって変形が生じにく
いため、損傷の発生を防止できるとともに、撮像素子１１の正確な位置及び形状が担保さ
れる。
【００４２】
　樹脂部１６の湾曲面１６ｃには、撮像素子１１が接着剤２１によって接着されている。
撮像素子１１と樹脂部１６との間の接着剤２１の厚さは均一とされる。これにより、撮像
素子１１は、湾曲面１６ｃに沿って凹状に湾曲する。つまり、樹脂部１６の湾曲面１６ｃ
は、撮像素子１１を保持するとともに、撮像素子１１の形状を規定している。
【００４３】
　上述のように、撮像素子１１の湾曲形状はレンズユニット１０１の構成に対応して所定
形状に決定されるため、樹脂部１６の湾曲面１６ｃは撮像素子１１を当該所定形状に規定
するように構成される。典型的には、樹脂部１６の湾曲面１６ｃは、撮像素子１１の湾曲
形状と同様に形成される。
【００４４】
　樹脂部１６の湾曲面１６ｃに接着された撮像素子１１は、キャビティ部２０内のコア層
１２に収まっている。このように、撮像素子内蔵基板１０では、撮像素子１１を収容可能
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なキャビティ部２０を設けることにより、撮像素子１１を湾曲させても厚さが増大しない
。
【００４５】
　一般的な基板では、撮像素子１１を収容可能なキャビティ部を設けると、剛性が弱くな
り、変形や損傷が発生しやすくなる。その点、本実施形態に係る撮像素子内蔵基板１０で
は、キャビティ部２０を設けても、コア層１２のコア材１９によって充分な剛性が得られ
るため、変形や損傷が発生しにくい。
【００４６】
　図５は、図４の一点鎖線で囲んだ領域の拡大図である。樹脂部１６の湾曲面１６ｃは、
撮像素子１１の下面よりもやや小さく形成されており、撮像素子１１はその周縁部が樹脂
部１６の湾曲面１６ｃより外側に延出している。つまり、撮像素子１１の下面には湾曲面
１６ｃから延出している外縁部１１ａを有する。
【００４７】
　これにより、撮像素子１１を樹脂部１６の湾曲面１６ｃに接着する際に、余分な接着剤
２１が外縁部１１ａの外側に排出される。したがって、撮像素子内蔵基板１０では、余分
な接着剤２１が撮像素子１１の検出面に付着し、撮像素子１１による外光の検出が阻害さ
れることを防止することができる。
【００４８】
　（比較例）
　図６は上記実施形態に関連する撮像素子内蔵基板１１０の断面図である。撮像素子内蔵
基板１１０について、上記実施形態に係る撮像素子内蔵基板１０と同様の構成については
同一の符号を付し、適宜その説明を省略する。
【００４９】
　撮像素子内蔵基板１１０は、一般的な平板状の撮像素子１１１を有する。撮像素子１１
１は、接着剤１２１によってキャビティ部２０の底面に接着されている。キャビティ部２
０内には、撮像素子１１１とコア材１９とを隔てる樹脂部１１６が設けられている。樹脂
部１１６は撮像素子１１１から離間しており、撮像素子１１１と樹脂部１１６との間には
隙間１２２が形成されている。
【００５０】
　撮像素子内蔵基板１１０では、上記実施形態に係る撮像素子内蔵基板１０とは異なり、
撮像素子１１１が湾曲形状ではない。このため、撮像素子内蔵基板１１０では、上記実施
形態におけるレンズユニットの薄型化の効果が得られない。
【００５１】
　また、撮像素子内蔵基板１１０では、上記実施形態に係る撮像素子内蔵基板１０とは異
なり、撮像素子１１１と樹脂部１１６との間に隙間１２２が形成されている。このため、
撮像素子内蔵基板１１０では、隙間１２２に対応する部分において第２配線層１４が変形
しやすい。つまり、撮像素子内蔵基板１１０の剛性は、上記実施形態に係る撮像素子内蔵
基板１０よりも弱くなる。
【００５２】
［変形例］
　図７Ａ～図７Ｈは、上記実施形態の変形例に係る撮像素子内蔵基板１０の断面図である
。以下、適宜図面を参照しながら、撮像素子内蔵基板１０の変形例について説明する。
【００５３】
　（コア層１２の厚さ）
　撮像素子内蔵基板１０では、撮像素子１１がキャビティ部２０内に収まっていれば、コ
ア層１２の厚さに関わらず、上記実施形態と同様の効果が得られる。
【００５４】
　例えば、図７Ａに示すように、コア層１２は、撮像素子１１の寸法に対し厚く形成され
ていてもよい。また、図７Ｂに示すように、コア層１２が薄く形成され、撮像素子１１の
外周部が第１配線層１３内に侵入していてもよい。
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【００５５】
　（湾曲面１６ｃの大きさ）
　撮像素子内蔵基板１０は、樹脂部１６の湾曲面１６ｃが、撮像素子１１を保持するとと
もに、撮像素子１１の形状を規定することが可能なように構成されていればよい。
【００５６】
　例えば、図７Ｃに示すように、樹脂部１６の湾曲面１６ｃは、撮像素子１１の下面と同
等の大きさに形成されていてもよい。また、図７Ｄに示すように、樹脂部１６の湾曲面１
６ｃは、撮像素子１１の下面よりも大きく形成されていてもよく、例えば、コア層１２の
上面まで延びていてもよい。
【００５７】
　これらの構成では、図５を参照して説明した、余分な接着剤２１が撮像素子１１の検出
面に付着することを防止する効果が、上記実施形態に比べて得られにくい。しかし、接着
剤２１の量の最適化により余分な接着剤２１を減らすことなどにより、余分な接着剤２１
による悪影響を抑制することが可能である。
【００５８】
　この一方で、これらの構成では、撮像素子１１の下面の全領域が樹脂部１６の湾曲面１
６ｃに拘束されているため、撮像素子１１の正確な位置及び形状を担保する効果が、上記
実施形態よりも更に良好に得られる。また、撮像素子１１の外周部が樹脂部１６の湾曲面
１６ｃに保持されているため、ワイヤボンディングの際に撮像素子１１外周部に衝撃が加
わっても、撮像素子１１の変形が生じにくくなる。
【００５９】
　（撮像素子１１の位置）
　撮像素子内蔵基板１０では、撮像素子１１がキャビティ部２０内に収まっていれば、撮
像素子１１の位置に関わらず、上記実施形態と同様の効果が得られる。
【００６０】
　例えば、図７Ｅに示すように、撮像素子１１がキャビティ部２０の深い位置に配置され
、撮像素子１１の下面の中央部が第２配線層１４の上面（キャビティ部２０の底面）に接
していてもよい。また、図７Ｆに示すように、撮像素子１１の中央部が第２配線層１４内
に侵入していてもよい。
【００６１】
　これらの構成では、撮像素子１１の中央部が樹脂部１６の湾曲面１６ｃに保持されてい
ないため、撮像素子１１の湾曲形状を保つための力が、上記実施形態よりも弱くなる。し
かし、可撓性の高い撮像素子１１を用いることにより、これらの構成でも撮像素子１１の
湾曲形状が充分に保たれる。
【００６２】
　この一方で、これらの構成では、キャビティ部２０内における撮像素子１１の位置を低
く収めることができるため、コア層１２をより薄くすることが可能となる。これにより、
撮像素子内蔵基板１０の更なる薄型化を図ることができる。
【００６３】
　（樹脂部１６の湾曲面１６ｃ以外の構成）
　撮像素子内蔵基板１０の樹脂部１６では、湾曲面１６ｃが、撮像素子１１を保持すると
ともに、撮像素子１１の形状を規定することが可能であればよく、湾曲面１６ｃ以外の構
成については上記実施形態から適宜変更可能である。
【００６４】
　例えば、図７Ｇに示すように、樹脂部１６には、湾曲面１６ｃよりも外側に段差部２５
が設けられていてもよい。但し、段差部２５は、撮像素子１１と樹脂部１６の湾曲面１６
ｃとの密着を阻害しないように、撮像素子１１に接触しないような構成であることが必要
である。
【００６５】
　（樹脂部１６の湾曲面１６ｃ及び撮像素子１１の湾曲形状）
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　上記のとおり、撮像素子内蔵基板１０では、レンズユニット１０１の構成に対応して樹
脂部１６の湾曲面１６ｃ及び撮像素子１１の湾曲形状が決定する。したがって、樹脂部１
６の湾曲面１６ｃ及び撮像素子１１の湾曲形状は、レンズユニット１０１の構成の相違に
より、様々に変化する。
【００６６】
　例えば、図７Ｈに示すように、撮像素子内蔵基板１０における樹脂部１６の湾曲面１６
ｃ及び撮像素子１１の湾曲形状は、レンズユニット１０１の構成によっては凸形状となる
こともある。
【００６７】
［撮像素子内蔵基板１０の製造方法］
　（製造方法１）
　図８は、撮像素子内蔵基板１０の製造方法１を示すフローチャートである。図９及び図
１０は、撮像素子内蔵基板１０の製造方法１に係る製造過程を示す断面図である。以下、
撮像素子内蔵基板１０の製造方法１について、図８に沿って、図９及び図１０を参照しな
がら説明する。
【００６８】
　・ステップＳ１－０１
　図９（ａ）に示すように、キャビティ部２０に対応する貫通口Ｓ１が形成されたコア材
１９からなるコア層１２を準備する。
【００６９】
　・ステップＳ１－０２
　図９（ｂ）に示すように、コア層１２の下面に仮固定フィルムＦに貼り付ける。
【００７０】
　・ステップＳ１－０３
　図９（ｃ）に示すように、樹脂部１６の湾曲面１６ｃを形成するための型部材Ｍを、凸
状の湾曲面を上側に向けて貫通口Ｓ１内に挿入し、仮固定フィルムＦに貼り付ける。
【００７１】
　・ステップＳ１－０４
　図９（ｄ）に示すように、樹脂部１６を、貫通口Ｓ１内に充填し、硬化させる。なお、
ステップＳ１－０３に係る型部材Ｍの配置は、樹脂１６を貫通口Ｓ１に樹脂部１６を充填
した後、樹脂部１６を硬化させる前に行ってもよい。
【００７２】
　・ステップＳ１－０５
　図９（ｅ）に示すように、仮固定フィルムＦをコア層１２から剥離させる。
【００７３】
　・ステップＳ１－０６
　図９（ｆ）に示すように、コア層１２を上下反転させ、コア層１２の上面に第１配線層
１３を形成し、コア層１２の下面に第２配線層１４を形成する。
【００７４】
　・ステップＳ１－０７
　図１０（ｇ）に示すように、第１配線層１３の上面及び第２配線層１４の下面にそれぞ
れ保護レジストＰを貼り付ける。
【００７５】
　・ステップＳ１－０８
　図１０（ｈ）に示すように、第１配線層１３及びコア層１２にキャビティ部２０を形成
する。
【００７６】
　・ステップＳ１－０９
　図１０（ｉ）に示すように、キャビティ部２０から型部材Ｍをエッチングにより除去し
、樹脂部１６の湾曲面１６ｃを露出させる。
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【００７７】
　・ステップＳ１－１０
　図１０（ｊ）に示すように、第１配線層１３及び第２配線層１４から保護レジストＰを
剥離させる。
【００７８】
　・ステップＳ１－１１
　図１０（ｋ）に示すように、撮像素子１１を接着剤２１によって樹脂部１６の湾曲面１
６ｃに接着する。
【００７９】
　・ステップＳ１－１２
　図１０（ｌ）に示すように、撮像素子１１と第１配線層１３とをワイヤボンディングに
より接続し、撮像素子内蔵基板１０が完成する。
【００８０】
　以上に説明した製造方法１では、型部材Ｍを用いることにより、簡単かつ正確に樹脂部
１６の湾曲面１６ｃを形成することができる。型部材Ｍは、樹脂部１６の湾曲面１６ｃを
形成するための湾曲面を有していればよく、図に示す形状に限らない。型部材Ｍは、例え
ば、湾曲面の外側に設けられた平坦面を有していてもよい。
【００８１】
　（製造方法２）
　図１１は、撮像素子内蔵基板１０の製造方法２を示すフローチャートである。図１２及
び図１３は、撮像素子内蔵基板１０の製造方法２に係る製造過程を示す断面図である。以
下、撮像素子内蔵基板１０の製造方法２について、図１１に沿って、図１２及び図１３を
参照しながら説明する。
【００８２】
　・ステップＳ２－０１
　図１２（ａ）に示すように、キャビティ部２０の外周部に対応する貫通口Ｓ２が形成さ
れたコア材１９からなるコア層１２を準備する。
【００８３】
　・ステップＳ２－０２
　図１２（ｂ）に示すように、樹脂１６ｘを、貫通口Ｓ２に充填し、硬化させる。
【００８４】
　・ステップＳ２－０３，Ｓ２－０４
　図１２（ｃ）に示すように、コア層１２の上面に第１配線層１３を形成し、コア層１２
の下面に第２配線層１４を形成する。そして、第１配線層１３の上面及び第２配線層１４
の下面にそれぞれ保護レジストＰを貼り付ける。
【００８５】
　・ステップＳ２－０５
　図１２（ｄ）に示すように、第１配線層１３及びコア層１２にキャビティ部２０を形成
する。
【００８６】
　・ステップＳ２－０６
　図１３（ｅ）に示すように、第１配線層１３及び第２配線層１４から保護レジストＰを
剥離させる。
【００８７】
　・ステップＳ２－０７
　図１３（ｆ）に示すように、湾曲面１６ｃを有する樹脂部材１６ｙを、キャビティ部２
０内に挿入し、接着剤１６ｚによって第２配線層１４及び樹脂１６ｘに接着する。これに
より、樹脂１６ｘ、樹脂部材１６ｙ、及び接着剤１６ｚからなる樹脂部１６が形成される
。
【００８８】
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　・ステップＳ２－０８
　図１３（ｇ）に示すように、撮像素子１１を接着剤２１によって樹脂部材１６ｙの湾曲
面１６ｃに接着する。
【００８９】
　・ステップＳ２－０９
　図１３（ｈ）に示すように、撮像素子１１と第１配線層１３とをワイヤボンディングに
より接続し、撮像素子内蔵基板１０が完成する。
【００９０】
　以上に説明した製造方法２では、湾曲面１６ｃを有する樹脂部材１６ｙを予め用意する
ことにより、簡単なプロセスにより撮像素子内蔵基板１０を製造することができる。
【００９１】
　製造方法２に用いる樹脂部材１６ｙの形状は、適宜決定可能である。例えば、図１４に
示す撮像素子内蔵基板１０のように、樹脂部材１６ｙの湾曲面１６ｃの外側に平坦面が形
成されていてもよい。
【００９２】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述の実施形態にのみ限定され
るものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿
論である。
【符号の説明】
【００９３】
１…撮像装置
１０…撮像素子内蔵基板
１１…撮像素子
１２…コア層
１３…第１配線層
１４…第２配線層
１５…グランド部
１６…樹脂部
１６ａ…底面
１６ｂ…側面
１６ｃ…湾曲面
１７…ワイヤ
１９…コア材
２０…キャビティ部
２１…接着剤
１００…鏡筒部
１０１…レンズユニット
１０１ａ，１０１ｂ，１０１ｃ，１０１ｄ…レンズ
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